
保護者学習会を行いました

“こどもとしての育ち”を大切に

今の国会で「こども家庭庁」の創設が決まりそうです。きらき
ら園のような児童発達支援は、保育園などと同じく、この「こど
も家庭庁」の管轄になります。発達支援のベースに‟子ども”とし
ての育ちを大切にすることが世の中の当たり前になってきている
ことはとても嬉しいことです。‟こどもの目線に立った“政策、‟子
育てをしている人の目線に立った政策”が進められることを切に願
います。

一方で、この機会に、療育ではちゃんとこども目線に立ててい
るかな？保護者の方の思いをお聴きできているかな？と、あらた
めて検討していきたいと思います。

気になることやご意見などございましたら、お声掛け、メール、
ご意見箱etc.保護者の皆様が伝えやすい手段で発信いただけるとあ
りがたいです。

『制度について』というテーマで、各
グループで学習会をすすめています。国
や京都市の福祉制度の利用について、ま
た、手帳の種類についてなどお伝えして
います。保護者の方からも手帳利用の最
新情報をいただいたり、保険のことにつ
いての質問をいただいたりと、私たちも
学びながらの内容になっています。

今年度は『療育は子どもの願いをか
なえること』というテーマでお話しし
ました。感想をお聞きしながら、コロ
ナも３年目になり、今まで‟あたりまえ
“だと思っていた日常的なことが‟奪わ
れて“いて、あたりまえのことの大切さ
をしみじみと感じるものとなりました。

園庭で遊ぶ機会が増えてきました。熱中
症対策として、テントを設置しました。

これでお砂場遊びがたくさんできます♪

今年の夏も、子どもたちが大好きなプール活動
を実施します。

昨年は7月末から8月にかけて実施しましたが、
最近8月は「危険な暑さ」のためプール活動がで
きない時間帯が多くなってきています。

安心して楽しく遊べるよう、今年はプールの時
期を7月初めから8月初めの時期に変更することに
しました。6月中にプール設置や事前研修等の準
備を進めます。

きらきら園のホームページに
令和3年度の「事業所評価」を
アップしています。

たくさんのご意見をいただき、
ありがとうございました。
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お知らせ プール活動の時期を早めます
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